
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇
（
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲

を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（

同

）
…
三

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇
（
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
四
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇
（
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇
（
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
知
事
部
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

知
事
部
局

一

各
部
局
共
通

イ

部
長

ロ

局
長

ハ

理
事

ニ

次
長

ホ

参
事

二

危
機
管
理
局

危
機
管
理
統
括
監

三

各
課
等
共
通

イ

課
長

ロ

室
長

ハ

課
長
代
理
（
部
若
し
く
は
局
の
組
織
若
し
く
は

人
事
に
関
す
る
事
務
又
は
課
の
人
事
事
務
等
を
主

と
し
て
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

副
参
事
（
課
の
人
事
事
務
等
を
主
と
し
て
担
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）

ホ

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
課
の
人
事
事
務
等

を
主
と
し
て
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

へ

総
括
主
幹
（
部
の
組
織
又
は
人
事
に
関
す
る
事

務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四

知
事
公
室

イ

副
参
事

ロ

総
括
主
幹
（
知
事
及
び
副
知
事
の
日
程
調
整
に

関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

知
事
秘
書

ニ

副
知
事
秘
書

五

人
事
課

イ

課
長
代
理

ロ

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
行
政
組
織
、
任

免
、
分
限
、
懲
戒
、
給
与
制
度
又
は
福
利
厚
生
に

関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

総
括
主
幹
（
任
免
、
分
限
、
懲
戒
又
は
給
与
制

度
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

主
幹
（
ロ
の
事
務
（
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
務

を
除
く
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
担
当
す
る
も

の
に
限
る
。
）

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
九
号

令
和
六
年六

月
十
四
日

（
金
曜
日
）



ホ

主
査
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

六

行
政
経
営
課

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
行
政
改
革
に
関
す
る
事

務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七

総
務
文
書
課

イ

課
長
代
理

ロ

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
法
令
審
査
に
関
す

る
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

主
幹
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ニ

主
査
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

八

財
政
課

イ

課
長
代
理

ロ

総
括
財
政
主
幹

ハ

財
政
主
幹

九

財
産
管
理
課

イ

課
長
代
理

ロ

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
青
森
県
庁
舎
管
理

規
則
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
一

号
）
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ハ

総
括
主
幹
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ニ

主
幹
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ホ

主
査
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ヘ

守
衛
長

十

水
産
振
興
課

船
長

別
表
第
一
号
の
表
教
育
庁
の
項
中

「

を
」

「

に
」

改
め
、
第
五
号
を
第
六
号
に
、
第
六
号
を
第
七
号
と
す
る
。
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四

職
員
福
利
課

イ

課
長
代
理

ロ

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
組
織
、
任
免
、

分
限
、
懲
戒
又
は
給
与
制
度
に
関
す
る
事
務
を

担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

総
括
主
幹
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）

ニ

主
幹
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ホ

主
査
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

四

教
育
政
策
課

イ

課
長
代
理

ロ

室
長

ハ

主
任
指
導
主
事
（
公
立
学
校
に
お
け
る
働
き

方
改
革
に
関
す
る
事
務
を
主
と
し
て
担
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）

ニ

主
査
（
ハ
の
事
務
を
主
と
し
て
担
当
す
る
も

の
に
限
る
。
）

五

職
員
福
利
課

イ

課
長
代
理

ロ

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
組
織
、
任
免
、

分
限
、
懲
戒
又
は
給
与
制
度
に
関
す
る
事
務
を

担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

総
括
主
幹
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）

ニ

主
幹
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ホ

主
査
（
ロ
の
事
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）



別
表
第
二
号
の
表
地
域
県
民
局
の
項
中

「
ハ

ダ
ム
建
設
所
長

ニ

港
管
理
所
長

ホ

道
路
河
川
事
業
所
長
」

を
「
ハ

港
管
理
所
長

ニ

道
路
河
川
事
業

所
長
」
に
改
め
、
同
表
中

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
表
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
の
項
を
削
り
、
同
表
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
県
外
情
報
セ
ン
タ
ー

の
項
を
削
り
、
同
表
中

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
表
美
術
館
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
四
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
市
の
項
中
「
（
事
務
管
理
」
を
「
（
事
務
管
理
、
秘
書
」
に
、
「
予
算
、
秘
書
担

当
」
を
「
予
算
担
当
」
に
、
「
（
庁
舎
管
理
」
を
「
（
秘
書
、
庁
舎
管
理
」
に
改
め
、
「
、
室
長

（
病
院
整
備
準
備
室
に
置
く
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
弘
前
市
の
項
中
「
部
長
、
法
務
指

導
監
」
を
「
部
長
、
局
長
、
法
務
指
導
監
」
に
改
め
、
同
表
八
戸
市
の
項
中
「
主
査
（
人
事
、
職
員

団
体
、
勤
務
条
件
担
当
）
」
の
下
に
「
、
主
事
（
人
事
担
当
）
」
を
加
え
、
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環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

一

所
長

二

次
長

三

庶
務
担
当
課
長
等

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い

一

所
長

二

庶
務
担
当
課
長
等

衛
生
研
究
所

一

所
長

二

次
長

三

庶
務
担
当
課
長
等

障
害
者
職
業
訓
練
校

校
長

病
害
虫
防
除
所

所
長

営
農
大
学
校

一

校
長

二

教
頭

障
が
い
者
職
業
訓
練
校

校
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー

一

所
長

二

次
長

美
術
館

一

副
館
長

二

庶
務
担
当
課
長
等

営
農
大
学
校

一

校
長

二

教
頭

病
害
虫
防
除
所

所
長



「
美
術
館

副
館
長

八
戸
ポ
ー
タ
ル
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム

館
長

」
を

「
八
戸
ポ
ー
タ
ル
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム

館
長

美
術
館

副
館
長

長
根
屋
内
ス
ケ
ー
ト

場

副
館
長

」
に
、

「
水
産
事
務
所

所
長
、
副
所
長

」
を

「
水
産
事
務
所

所
長
、
副
所
長

高
等
看
護
学
院

副
学
院
長

」
に
、

「
図
書
館

副
館
長

」を 「
こ
ど
も
支
援
セ
ン
タ

ー

所
長

図
書
館

館
長

」 に
改

め
、
同
表
黒
石
市
の
項
中
「
部
長
、
課
長
」
の
下
に
「
、
室
長
（
課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除

く
。
）
」
を
、
「
財
政
係
長
」
の
下
に
「
、
主
任
主
事
（
秘
書
担
当
）
」
を
加
え
、
同
表
む
つ
市
の

項
中
「
健
康
づ
く
り
推
進
監
、
政
策
推
進
監
」
を
「
危
機
管
理
監
、
健
康
づ
く
り
推
進
監
、
次
長
、

こ
ど
も
政
策
推
進
監
」
に
、
「
市
長
公
室
長
」
を
「
室
長
（
課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除

く
。
）
」
に
、
「
法
規
、
人
事
、
事
務
管
理
、
秘
書
」
を
「
秘
書
、
法
規
、
人
事
、
事
務
管
理
」

に
、
「
人
事
、
予
算
担
当
）
」
を
「
秘
書
、
人
事
、
予
算
担
当
）
、
主
任
（
秘
書
担
当
）
」
に
、

「
理
事
、
政
策
推
進
監
」
を
「
理
事
、
次
長
」
に
改
め
、
同
表
平
川
市
の
項
中
「
事
務
局
長
、
課

長
」
の
下
に
「
、
室
長
」
を
加
え
、
同
表
大
鰐
町
の
項
中

「
病
院

院
長
、
副
院
長

、
事
務
長

」を「
診
療
所

所
長
、
副
所
長

、
事
務
長

」に
改

め
、
同
表
野
辺
地
町
の
項
中
「
人
事
担
当
）
」
の
下
に
「
、
企
画
財
政
課
課
長
補
佐
（
予
算
担

当
）
」
を
加
え
、

「

教
育
委
員
会
事
務
局

課
長

農
業
委
員
会
事
務
局

事
務
局
長

」
を

「

教
育
委
員
会
事
務
局

課
長

」
に
改
め
、
同
表
横
浜
町
の
項
中
「
課

長
代
理
（
人
事
、
予
算
担
当
）
」
を
「
総
務
課
課
長
代
理
、
企
画
財
政
課
課
長
代
理
、
総
務
課
課
長

補
佐
」
に
改
め
、
同
表
西
海
岸
衛
生
処
理
組
合
の
項
中
「
所
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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人
）

青
森
市
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島
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目
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番
一
号

青
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所
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森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


